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委
員
会
で
は
、
条
例
改
正

１
件
、
一
般
会
計
補
正
予
算

１
件
、
特
別
会
計
補
正
予
算

４
件
に
つ
い
て
審
査
し
、
全

員
賛
成
に
て
原
案
可
決
し
た
。

障
害
者
の

自
立
支
援
の
た
め
に

　

一
般
会
計
補
正
予
算
の
地

域
生
活
支
援
事
業
に
要
す
る

経
費
は
、
障
害
者
が
自
立
し

て
日
常
生
活
や
社
会
生
活
を

営
む
た
め
の
事
業
。
移
動
支

援
事
業
の
利
用
者
増
加
に
伴

い
、
扶
助
費
３
７
３
万
円
を

増
額
す
る
も
の
。

問　

移
動
支
援
の
使
わ
れ
方

は
。

答　

利
用
者
本
人
が
、
サ
ー

ビ
ス
提
供
事
業
所
に
申
し
込

み
、
利
用
し
て
い
る
。
規
定

の
範
囲
内
で
使
わ
れ
て
い
る
。

　

委
員
会
で
は
、
条
例
制
定

１
件
、
条
例
改
正
７
件
、
補

正
予
算
１
件
、
指
定
管
理
者

の
指
定
４
件
、
そ
の
他
２
件

に
つ
い
て
審
査
を
行
い
、
継

続
審
査
と
な
っ
た
条
例
制
定

１
件
以
外
を
全
員
賛
成
、
賛

成
多
数
に
て
原
案
可
決
し
た
。

学
校
施
設
使
用
料
は

継
続
審
査

　

市
立
学
校
施
設
の
利
用
に

関
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て

は
、
現
在
無
料
で
あ
る
学
校

施
設
使
用
を
有
料
化
す
る
も

の
。
運
用
基
準
等
の
詳
細
が

示
さ
れ
ず
、
審
査
で
き
な
い

た
め
、
継
続
審
査
と
な
っ
た
。

問　

行
財
政
健
全
化
方
針
に

よ
る
利
用
料
の
受
益
者
負
担

と
考
え
る
が
、
実
質
的
効
果

が
少
な
い
の
で
は
な
い
か
。

　

委
員
会
で
は
条
例
制
定
１

件
、
条
例
改
正
２
件
、
補
正

予
算
２
件
、
市
道
路
線
の
廃

止
お
よ
び
認
定
に
つ
い
て
審

査
し
、
全
員
賛
成
に
て
原
案

可
決
し
た
。

下
水
道
事
業
が

企
業
会
計
に

　

下
水
道
事
業
の
設
置
等
に

関
す
る
条
例
の
制
定
は
平
成

31
年
４
月
１
日
か
ら
、
下
水

道
事
業
に
地
方
公
営
企
業
法

の
財
務
規
定
を
適
用
し
、
特

別
会
計
か
ら
企
業
会
計
に
移

行
す
る
も
の
。

問　

市
民
へ
の
周
知
、
料
金

の
納
め
方
は
。

答　

周
知
は
広
報
や
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
等
で
行
う
予
定
。
使

用
料
と
受
益
者
負
担
金
等
の

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
等
の

施
設
改
修
に
補
助

　

地
域
介
護
・
福
祉
空
間
整

備
推
進
事
業
に
要
す
る
経
費

は
、
認
知
症
高
齢
者
グ
ル
ー

プ
ホ
ー
ム
等
が
、
国
の
交
付

金
を
活
用
し
、
防
災
や
老
朽

化
に
伴
う
施
設
改
修
等
を
行

う
た
め
、
費
用
を
補
助
す
る

も
の
。
今
回
、
市
内
の
２
事

業
所
が
実
施
す
る
。

問　

補
助
対
象
と
な
る
事
業

所
数
は
。
市
の
負
担
は
あ
る

の
か
。

答　

補
助
対
象
は
、
お
お
む

ね
10
年
以
上
経
過
し
老
朽
化

し
て
い
る
施
設
。
グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
で
は
、
市
内
７
事
業

納
め
方
は
変
わ
ら
な
い
。

豪
雨
等
に
よ
る
被
災
農

業
者
に
対
す
る
支
援
は

　

一
般
会
計
補
正
予
算
の
被

災
農
業
者
向
け
経
営
体
育
成

支
援
に
要
す
る
経
費
は
、
30

年
に
発
生
し
た
豪
雨
及
び
暴

風
雨
に
よ
る
農
業
被
害
の
復

旧
に
対
す
る
補
助
金
を
増
額

す
る
も
の
。

問　

３
農
業
経
営
体
が
被
災

し
た
と
の
こ
と
だ
が
、
被
害

状
況
は
。

答　

施
設
園
芸
ハ
ウ
ス
用
ポ

ン
プ
が
集
中
豪
雨
に
よ
り
破

損
、
ぶ
ど
う
ハ
ウ
ス
が
台
風

に
よ
り
半
壊
、
茶
園
の
防
霜

フ
ァ
ン
の
基
盤
が
集
中
豪
雨

に
よ
り
破
損
し
た
。

国
も
森
林
環
境
税
を
創
設

　

木
材
利
用
促
進
に
要
す
る

経
費
に
つ
い
て
は
、
福
岡
県

が
森
林
環
境
税
を
財
源
に

「
木
製
品
等
の
展
示
事
業
」

に
対
し
て
交
付
す
る
補
助
金
。

図
書
館
の
机
や
椅
子
等
を
購

入
し
展
示
、
利
用
す
る
。

問　

森
林
環
境
税
の
今
後
は
。

答　

全
国
37
府
県
と
横
浜
市

が
独
自
の
森
林
環
境
税
を
課

税
し
て
い
る
。
福
岡
県
で
も

20
年
度
か
ら
個
人
県
民
税
な

ど
に
上
乗
せ
し
て
５
０
０
円

を
課
税
し
て
い
る
。
国
に
つ

い
て
は
36
年
度
か
ら
森
林
環

境
税
が
創
設
さ
れ
住
民
税
に

千
円
が
上
乗
せ
さ
れ
る
。
国

と
県
と
の
二
重
課
税
と
な
り
、

福
岡
県
で
も
一
定
の
見
直
し

が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
今

後
も
継
続
の
見
込
み
。

問　

審
査
評
点
が
前
回
よ
り

下
が
っ
た
こ
と
や
、
応
募
が

そ
れ
ぞ
れ
1
者
し
か
な
い
状

況
に
つ
い
て
の
見
解
は
。

答　

審
査
の
視
点
や
評
点
項

目
の
違
い
な
ど
で
審
査
評
点

が
下
が
っ
て
い
る
管
理
者
が

い
る
が
、
全
て
審
査
基
準
は

満
た
し
て
い
る
。
事
業
内
容

に
よ
り
、
申
請
す
る
業
者
は

限
ら
れ
て
い
る
が
、
今
後
、

管
理
の
在
り
方
は
考
え
て
い

き
た
い
。

ま
た
、
減
免
基
準
な
ど
の
規

則
が
明
確
に
示
さ
れ
て
な
い

中
で
の
条
例
化
は
、
混
乱
を

招
く
の
で
は
な
い
か
。

答　

規
則
の
明
文
化
は
し
て

い
な
い
が
、
考
え
方
は
ま
と

め
て
い
る
。

指
定
管
理
の
あ
り
方
に

つ
い
て
附
帯
意
見

　

サ
ザ
ン
ク
ス
筑
後
、
水
田

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
、

窓
ケ
原
体
育
館
、
郷
土
資
料

館
の
指
定
管
理
者
の
指
定
4

議
案
に
つ
い
て
は
、
関
連
が

あ
る
た
め
一
括
審
査
し
た
。

全
員
賛
成
で
可
決
し
た
が
、

今
後
の
施
設
管
理
の
在
り
方

に
つ
い
て
、
運
営
状
況
の
評

価
・
公
開
な
ど
客
観
性
の
向

上
を
求
め
る
附
帯
意
見
を
付

し
た
。

問　

５
年
前
に
も
、
附
帯
意

見
を
付
け
た
が
、
そ
れ
を
尊

重
し
て
き
た
の
か
。

答　

こ
れ
ま
で
附
帯
意
見
を

意
識
し
て
取
り
組
ん
で
き
た
。

全
て
の
意
見
を
ク
リ
ア
し
て

は
い
な
い
が
、
不
備
な
部
分

は
話
し
合
っ
て
い
る
。

建設経済委員会

総務文教委員会

厚生委員会

常任委 員会報告
もっと知りたい

ちっごの課題
提出された議案を

くわしく審査！4施設の指定 管理者を決定(附帯意見付き)

所
の
う
ち
、
５
事
業
所
が
対

象
と
な
る
。
国
の
補
助
事
業

で
あ
り
、
市
の
負
担
は
な
い
。

火
災
発
生
の
増
加
に
伴
い

災
害
出
動
手
当
を
増
額

　

非
常
備
消
防
費
の
消
火
活

動
に
要
す
る
経
費
は
、
火
災

発
生
の
増
加
や
、
消
火
に
出

動
し
た
消
防
団
員
の
数
が
増

え
た
こ
と
に
よ
り
２
１
２
万

円
を
増
額
す
る
も
の
。

問　

増
加
の
要
因
は
。

答　

今
年
度
は
、
大
き
な
災

害
は
な
か
っ
た
が
、
１
回
の

火
災
出
動
人
員
が
増
え
た
こ

と
と
、
建
物
火
災
で
全
焼
の

件
数
が
多
か
っ
た
こ
と
が
要

因
と
な
っ
て
い
る
。

老朽化したグループホームは国の
交付金の活用で安全な施設に

指
定
管
理
と
は

　

公
の
施
設
の
管
理
、
運
営

を
自
治
体
が
指
定
す
る
者

（
民
間
事
業
会
社
を
含
む
法

人
や
そ
の
他
の
団
体
）
に
、

包
括
的
に
代
行
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
制
度
。
管
理
、
運

営
に
民
間
等
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を

導
入
す
る
こ
と
で
、
効
率
化

を
目
指
す
。

指定管理者で管理される水田コミュニティセンター
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